
 

信州やまなみ国スポ・全障スポ塩尻市ボランティア募集要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、「信州やまなみ国スポ・全障スポ塩尻市市民運動基本計画」に基づ

き、第８２回国民スポーツ大会・第２７回全国障害者スポーツ大会「信州やまな

み国スポ・全障スポ」及び競技別リハーサル大会（以下「大会」という。）におけ

る、運営等に携わるボランティアの募集に関し、必要な事項を定める。 

 

２ 募集主体 

  信州やまなみ国スポ・全障スポ塩尻市実行委員会（以下、「実行委員会」という。） 

 

３ 活動内容 

  運営に従事するボランティアの主な活動内容は、次のとおりとする。 

区  分 主な活動内容 

受付・案内 競技会場等における受付・案内、資料配付、情報提供 等 

休憩所 休憩所におけるドリンクサービス、おもてなし 等 

弁当配付 弁当引換所における弁当の配布及び空き箱の回収 等 

会場整理 競技会場における会場準備、来場者の誘導 等 

環境美化 
競技会場内外の美化・清掃活動、装飾物（歓迎看板・草花

等）の管理 等 

駐車場整理 駐車場の案内・整理、シャトルバス等の乗降案内 等 

その他 上記のほか、競技会運営に関する活動 

 

４ 募集期間及び募集人数 

  募集期間及び募集人数は次のとおりとする。ただし、実行委員会は必要に応じ

て適宜変更ができるものとする。 

（１）募集期間 令和８年４月１日（水）から募集人数に達するまで 

（２）募集人数 ２００人程度 

 

５ 応募要件 

  ボランティア活動時に中学生以上の方で、次の各号のいずれかに該当すること。

令和７年１２月１日第１回総務企画専門委員会決定 



ただし、応募時点で１８歳未満の方の申込みについては、保護者の同意を得るも

のとする。 

 (1) 塩尻市に在住、通勤、通学している個人 

 (2) 塩尻市に活動拠点を有する団体 

 (3) 上記以外に、実行委員会が必要と認めた個人及び団体 

 

６ 応募方法 

  所定の申込書に必要事項を記入し、実行委員会に持参、郵送、ＦＡＸ、電子メ

ールのいずれかにより申込むか、実行委員会ホームページの応募フォームから申

込む。ただし、保護者の同意が必要となる場合は、保護者の押印が必要となるた

め、持参若しくは郵送に限る。 

 

７ 登録・抹消 

 (1) 実行委員会は、応募要件を満たした応募者をボランティアとして登録する。 

 (2) 実行委員会は、次の場合に登録を取り消すことができる。 

  ア 本人又は団体から申し出があった場合 

  イ 大会のイメージを損なう行為があった場合 

  ウ 大会運営に支障があると判断した場合 

 

８ 活動期間 

  ボランティア登録後から大会終了までとする。 

  ただし、登録時点において小学生の場合、活動開始（研修会等を含む。）は中学

生になってからとする。 

 

９ 活動内容の決定 

  ボランティア登録者の具体的な活動内容については、実行委員会が実施する希

望調査等を参考に決定する。 

 

10 研修等 

  実行委員会はボランティア登録者に対し、大会に関する知識を深め、円滑な大

会運営を行えるよう、必要に応じて研修会等を実施する。 

 

11 報酬及び交通費等 

  研修やボランティア活動等を含めた報酬は無償とし、交通費は原則として自己

負担とする。ただし、ボランティア活動が長時間となる場合は、必要に応じて、

実行委員会が弁当を支給する。 



 

12 服飾 

  実行委員会は、必要に応じてボランティア登録者であることが識別できる服飾

または識別用品を支給する。 

 

13 保険 

  ボランティアの活動及び研修等にあたっては、必要に応じて実行委員会の負担

で「傷害保険」及び「損害賠償責任保険」に加入する。なお、それ以外の活動に

おける事故等については、実行委員会は責任を負わないものとする。 

 

14 個人情報の取扱い 

  ボランティア登録者の個人情報については、塩尻市個人情報保護条例をはじめ、

関係法令の規定に基づき、適正に管理・保護するとともに、大会運営または準備

のために使用するものとし、その他の目的では使用しない。 

  ただし、申込時に信州やまなみ国スポ・全障スポ実行委員会（長野県）への情

報提供に同意している登録者の情報に限り、県実行委員会からの要請に応じて提

供することができるものとする。 

 

15 写真及び動画の取扱い 

  ボランティア登録者の活動等の状況が撮影された写真及び動画は、大会の活動

等の状況を報告する目的の限りにおいて、実行委員会（市）のホームページやそ

の他広報媒体、大会報告書等に掲載できるものとする。 

 

16 その他 

  この要項に定めるもののほか、ボランティアの募集について必要な事項は別に

定める。 

 

附 則 

この要項は、令和７年１２月１日から施行する。 


